
令和７年４月1８日号　　文責　　上久木田　雄二

回
数

時　期 内容 金額

① 5月中旬
市より振込依頼書送付

（テトルで送信）
3280

円

5月末
市が口座振替実施
（給食費口座）

②
6月20日
～27日

学校が集金（現金）
（これまでと同じ方法）

学年毎
に設定

③ 9月中旬
市より振込依頼書送付

（テトルで送信）
550
円

9月末
市が口座振替実施
（給食費口座）

④
11月17日

～21日
学校が集金（現金）

（これまでと同じ方法）
学年毎
に設定

⑤
2月20日
～27日

学校が集金（現金）
（これまでと同じ方法）

学年毎
に設定

〇楽しく　めあてをもって　しっかり学ぶ
〇正しく　めあてを　しっかり守る
〇たくましく　めあてに向かって　しっかり鍛える

鮮明な画像はホームページでご覧ください。http://www.nagasaki-city.ed.jp/tameshi-e/

為石小学校の合言葉　「ためし　最高！　～地元で学び　地元を活かし　地元とともに行動する子ども～」

学校だより

ためし

HPはこちら

☚　二次元コード読み取り　「カラー版は、ホームページでご覧いただけます。」

学校徴収金について
　今年度から、学校の働き方改革推進の
ために、学校徴収金の一部を長崎市が口
座引き落としをします。
　長崎市は、給食費引き落とし口座を使
います。新しいシステムになりますので
ご理解をお願いします。
　本校では、市の口座引き落としとは別
に、3回の教材費集金を考えています。
大まかには右の表のようになります。
　学校徴収金管理システムは必ず活用す
ることが義務付けられています。
　システムを使って徴収するものの内訳
は、以下のようになっています。

　5月末振替　　3280円
　　　キュビナ年間使用料　2400円
　　　トモプラ年間使用料　  880円
　9月末振替　　　550円
　　　　スポーツ振興センタ給付金掛金
　
　6月・11月・2月には、それぞれの学
期のテスト代等の教材費を、これまでの
ように現金徴収します。学年ごとに金額
が異なりますのでご注意ください。

　新システムによる徴収の督促は、市が
行いますのでご了承ください。

徴収のイメージ

学校現金徴収
3回

市が2回徴収


